
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の あ ら ま し  

 

１  当 企 業 団 が 岸 和 田 市 、 八 尾 市 、 富 田 林 市 、 柏 原 市 及 び 高 石 市 の 区 域

に お い て 実 施 す る 水 道 事 業 の 給 水 に つ い て の 料 金 、 給 水 装 置 工 事 の 費

用 負 担 そ の 他 の 供 給 条 件 及 び 給 水 の 適 正 を 保 持 す る た め に 必 要 な 事 項

を 定 め る ほ か 、 所 要 の 改 正 を 行 い ま す 。  

 

２  令 和 ７ 年 10月 １ 日 に 改 定 す る 富 田 林 水 道 事 業 の 料 金 を 定 め ま す 。  

 

３  給 水 装 置 工 事 の 設 計 審 査 等 に 係 る 手 数 料 を 統 一 す る た め 、 緩 和 措 置

期 間 を 設 け 、 段 階 的 に 改 定 し ま す 。  

 

４  こ の 条 例 は 、令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 、同 年 10月 １ 日 、令 和 ８ 年 10月 １ 日 、

令 和 ９ 年 10月 １ 日 及 び 令 和 10年 10月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。  

 


